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第１回自動車業務委員会開催！ 

「総合労働協約改訂等」について 
会社に申し入れる！ 

８月２日、ＪＲ四国労組は「第１回自動車業務委員会」を開催した。まず、経

過として、「ＪＲ四国労組議員団会議第３３回総会」「四国交運労協による四国

運輸局要請行動」「ＪＲ四国労組本部第４３回定期大会」について報告した。と

りわけ、本部定期大会において自

動車支部から「乗務員を中心とし

た要員不足が定期便の運休を招い

ている現状から、経営改善のため

にも『人への投資』の必要性が一

層高まっている」との発言を行っ

たところであり、運輸局要請行動

でも見習い期間中の高速道路料金

に対する負担軽減を強く求めてお

り、いずれも人財確保に対する方策を強く訴えたことを確認した。その後、議事

において、勤務制度・賃金制度等の改善を求める「総合労働協約改訂等」交渉に

むけた要求内容を議論し、９月４日に予定している自動車支部第４１回定期大会

の運営や次年度以降の支部・分会の活動計画についても意見交換し、コミュニケ

ーション機会の創出に向けたレクレーション等の検討状況を共有し合った。 

そして、８月８日、会社に対して「総合労働協約改訂等」についての申し入れ

を行った。昨年度決算において営業黒字を達成するなど、コロナ禍を脱したとい

える状況にある一方で、ビジネス利用などの需要が変化したことに加え、物価高

騰が重くのしかかるなど、未だ厳しい状況にある中、乗務員不足による計画運休

が継続されており、「人財の確保・定着」が目下最大の経営課題となっている。

安全安心輸送を通じた事業運営には今後とも組合員の力が欠かせず、組合員が生

き生きと勤められるよう職場の活性化と勤労意欲の高揚を図るべく、総合労働協

約改訂による労働条件改善を果たさなければならない。（別紙参照） 
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